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○近江八幡市学校給食費に関する条例 

令和３年６月２８日 

条例第１８号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、本市が教育行政の一環として実施する学校給食に係る学校給食

費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「学校給食費」とは、近江八幡市立小学校条例（平成２２

年近江八幡市条例第１１０号）に規定する小学校、近江八幡市立中学校条例（平成

２２年近江八幡市条例第１１１号）に規定する中学校及び近江八幡市立幼稚園条例

（平成２２年近江八幡市条例第１１２号）に規定する幼稚園（以下「学校園」とい

う。）を対象に実施する学校給食に要する経費のうち、学校給食の実施に必要な施

設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費以外のものをいう。 

 （学校給食費の徴収対象者） 

第３条 学校給食費は、次に掲げる者から徴収する。 

 ⑴ 学校園に在籍する児童、生徒及び園児の保護者 

 ⑵ 学校園に勤務する者 

 ⑶ 近江八幡市学校給食センター条例（平成２５年近江八幡市条例第２９号）に規

定する給食センターに勤務する者 

 ⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が学校給食費を徴収する必要があると認める者 

 （学校給食費の徴収額） 

第４条 学校給食費は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を徴

収する。 

 ⑴ 小学校の児童及び当該児童と同様の学校給食を受ける者 月額４，０００円 

 ⑵ 中学校の生徒及び当該生徒と同様の学校給食を受ける者 月額４，４３０円 

 ⑶ 幼稚園の園児及び当該園児と同様の学校給食を受ける者 月額３，３００円 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定め
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るところにより学校給食費を徴収する。 

 （学校給食費の納付） 

第５条 学校給食費は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

 （学校給食費の減免） 

第６条 市長は、徴収対象者が災害等の事由により納付の資力を失ったと認められる

場合は、学校給食費を減額し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 学校給食費の徴収の実施に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行う

ことができる。 

 


